
生命（いのち）の安全教育

文部科学省では「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、子供たちが性暴力の
加害者、被害者、傍観者にならないよう、「生命（いのち）の安全教育」を推進しており、令
和５年度より全国展開している。

（１）指導の手引き・教材について（文部科学省）

ア 指導の手引き
各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指

導上の配慮事項、障害のある児童生徒への指導方法の工夫、保護者への対応等が示さ
れている。

イ スライド教材・動画教材
児童生徒の発達の段階や学校の状況を踏まえ、各学校の判断により、教育課程内外の

様々な活動を通じて活用することが可能である。また、教材の内容については各学校や
地域の状況等に応じて、適宜内容の加除や改変を行った上での使用も可能である。

（２）参考事例集について
幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の多様な事
例が、全体計画、目標、学習指導要領等との関連箇所、授業展開例、指導上の留意点等
の構成によりまとめられている。

文部科学省HP
二次元コード

※令和８年３月に教材が改訂されました



埼玉県こども・若者計画（令和７年度～令和１１年度）への位置づけ

■埼玉県における「生命（いのち）の安全教育」の取組

第４期埼玉県教育振興基本計画の「目標Ⅱ・豊かな心の育成」における施策８「人権を尊
重した教育の推進」の主な取組「子供を性暴力の当事者にしないための教育の推進」に位
置付けられている。

第２章
施策の展開
より一部抜粋

埼玉県こども・若者計画における指標



＜授業事例紹介＞
埼玉県教育委員会のホームページにて、本県における生命（いのち）の安全教育の授

業実践事例を紹介している。また、令和７年度「性に関する指導」授業研究会において、
「性に関する指導」と生命（いのち）の安全教育を関連させた授業を公開した。令和８年
度も同様に授業を公開する予定である。

指標の通り、埼玉県としては、令和１１年度に実施率１００％を目指している。下記を参考に
発達段階に合わせた内容を幼児期、小学校低・中学年、高学年、中学校、高等学校でそれぞれ
最低１回は実施し、全ての児童生徒等に「生命（いのち）の安全教育」を行うようにする。

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/inotin
o-anzen/inotinoanzen.html

埼玉県教育委員会 生命（いのち）の安全教育HP

埼玉県「性に関する指導」実践事例集

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/
seinikansurushidou.html
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